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＜ご退職挨拶＞ 

定年退職を迎えるにあたって 

伊東 寿泰  

 

 

 

定年退職にあたり、産業社会学部

の関係者の皆様に感謝をもってご挨

拶を申し上げます。  

 

振り返れば、産業社会学部に教授

の職位で私を迎えていただいたのが、

2007 年のことです。その就任の際い

ろいろと準備し提出するものがあり

ましたが、その中に立命館大学の研

究者データベースがあり、そこには

「教員からのメッセージ」という項

目がありました。そこに「独り言」

というメッセージを 2007 年時に書

きましたが、ほぼそのままを、今も

まだそこに記載しています。次の通

りです。  

 

独り言  

私は、これまでアメリカや南アフ

リカ等でいろいろな異文化体験をし

ながら、何年も留学・研究生活を送

ってきました。その研究における私

の専門は、語用論（言語学）と英語

教育、及び語用論と第４（ヨハネ）

福音書研究です。言い換えれば、こ

れまで英語教育と新約聖書学の分野

において研究してきました。その新

約聖書学の中では、特にヨハネ福音

書を言語によるコミュニケーション

の観点から分析するために、語用論

の重要な理論の一つである言語行為

論に主眼を置き、物語批評、談話分

析、読者論やアイロニー論等も用い

ながら研究してきました。それはま

た、言語によるコミュニケーション

が意思の伝達だけに留まらず、人の

喜怒哀楽や人間社会にも強く結び付

いているので、人間の言語活動や思

索、ひいては人間そのものに対する

深い洞察へと繋がっていきました。
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云わば、社会における言語の研究で、

それがまた次の研究への動機付けの

一つになってきました。もう一つの

英語教育については、英語教育を効

果的に行うための CALL に関する研

究と、私の専門の語用論を活かして

英語教育にどのように貢献できるか

というテーマで研究の幅を広げてき

ました。  

 次に大学英語教員としての私の第

一の使命は、学生の英語力を伸ばし、

手助けしてあげることだと思ってい

ます。勿論それを可能にする方法は

一つだけではなく、たくさんあるで

しょう。この点を踏まえた上で話を

進めるならば、英語の上達にはある

仕掛けが必要だというのが持論です。

それを一言で言うならば、英語の環

境作りです。つまり、学生・教員・

大学が一体となって英語を伸ばす環

境作りをすることです。具体例とし

ては次の通りです。  

1)  充実した必修英語科目の提供（自

主学習の指導含む）と履修  

2)  魅 力 あ る 選択 英 語 科目 の 提 供 と

履修  

3)  提 携 大 学 が提 供 す る英 語 科 目 の

推奨と履修（ APU, UBC や海外提

携大学）  

4)  一般海外留学（短期・長期）  

5)  課外活動を通じた方法  

(a )  幾 つ か の サ ー ク ル 活 動 で の

英語活用  

(b )  国際（留）学生や在京外国人

との交流  

(c )  Seminar /Symposium や国際会

議への参加  

(d )  各種英語資格の取得  

(e )  ニュースや映画・スポーツ・

音 楽 鑑 賞 等 の 趣 味 を 通 し た

英語の環境作り  

このように、英語学習を始めとし

て、（楽しみながら）毎日英語に接す

る時間を確保できるような環境を、

学生自身が持続的に持てるように提

案なり指導できればと思っています。 

趣味は、映画鑑賞や観劇。音楽は

ジャンルを問わず好きですが、特に

Jazz や Fus ion が大好きです。若い頃

は、ギターを抱えてバンド活動をし

たり、 DJ（今のラジオ・パーソナリ

ティー）をしたこともありました。

モットーは、 Number One より Only 

One。この立命館では、学生に、「立

命館に来て良かった」、「先生の授業

を取って良かった」と言ってもらえ

るように、頑張りたいと思います。  

 

 以上のように、2007 年時のメッセ

ージの記述を今もほぼそのままの形

で使っているということは、成長や

進化のない奴だなと思う人もいるか

もしれません。しかし私の中では、

基本的なスタンスを、一貫して同じ

姿勢で歩んできた証だととも思って

います。「モットーは、Number One よ
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り Only One。この立命館では、学生

に、立命館に来て良かった、先生の

授業を取って良かったと言ってもら

えるように、頑張りたいと思います」

という姿勢も、退官年度（ 2023 年度）

も同じでした。  

 

このような姿勢で学生と向き合っ

てきたわけですが、学生や一般の人

たちから見ると、大学教員は授業で

教えたり講義をする人というイメー

ジが強いのではないかと思います。

そのイメージの度合いは、もちろん

教員一人ひとりの立ち位置にもより

ますが、実は教員には一般的に 4 つ

の仕事の分野があると言われていま

す。それは「教育・研究・大学運営・

社会貢献」という分野です。その私

の教育と研究については少しばかり

前述したので、紙幅の関係で、以下

では主に私が大学運営で関わってき

たことについて、簡略に振り返って

みたいと思います。  

私は学部の英語専任教員として、

他の英語専任教員とともに学部英語

部会を構成し、学部・大学院・本学

（立命館大学）の国際化教学の立案

と遂行に自分なりに尽力してきまし

た。その職務を果たすためには様々

な役割があり、英語専任教員の人数

に比べて、その役割や職務の多さに、

時に根を上げてしまうようなことも

あったと思います。それらを順不同

で羅列すると次のような感じです。  

学部 英語コ ー ディ ネ ー ター  + 衣

笠英語運営委員・英語副専攻コーデ

ィ ネ ー タ ー ・ SAP （ Study Abroad  

Progra m）コーディネーター・衣笠単

位回復コーディネーター等。  

数年にわたる何回かの学部・カリ

キュラム改革では英語教育に関する

プログラムの再検討や改善案、科目

の精選、新規開講科目の開発、その

他、年度ごとに行う、英語プログラ

ムの運営、時間割編成、講師斡旋、

教員間コーディネート、随時発生す

る学生問題や教員課題等への対応等。

加えて、新入生ガイダンス、外国語

学習ハンドブック、産社で英語科目

を担当する全教員対象の年度初めの

英語担当者会議、英語教学まとめ、

各種英語教員に関する募集・採用。

さらに、学部の各種委員会の委員、

教学部提起の大学全体の英語教育に

関する答申、国際部管轄の海外留学

プログラムにおける科目担当や留学

希望者選考面接及び留学前ガイダン

ス、入学センター業務、言語教育セ

ンター業務等。詳細も含めれば、ま

だ数えようと思ったらきりがありま

せん。もちろん、その中でも学部の

英語教育における運営が大きな比重

を 占 め て い て 、「 No boring day.  

Everyday i s  exci t ing!（退屈な日って

ないよ。毎日がエキサイティング！）」

という印象でした。微力ながら、学
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部・大学院での人材育成にこれらの

職務を通しても直接的、あるいは間

接的に貢献できていたら幸いです。  

今後少しずつ日が経ってくると、

主に教育や大学運営に注力してきた

そんな忙しい日々を懐かしく感じる

ようになるのかなあ、と思う反面、

当面の抱負として、後回しになりが

ちであった研究の面にもっと取り組

んでいけたらと思っています。  

 

ところで、2024 年 1 月 10 日（水）

に私の定年退職記念講義を行い、そ

の記録が「立命館産業社会論集【 60-

1 退職記念号】」に後日掲載される予

定です。その講義レジュメから短く

目次を紹介すると次の通りです。  

1) 学生から最初の社会人時代  

まで  

2) 最初の大学院・修士課程時代  

から Fir s t  Career の時代  

3) 第 2 の大学院・博士課程時代  

4) Second Career としての大学  

教員時代  

 

そこでもっと詳しい私の足跡を述

べることになると思いますが、その

中の最後のほんの一部をこの「さん

しゃ Zapp ing」でも紹介いたします。

それは私が定年退職をする現在の心

境を表しているからです。  

その定年退職記念講義は、「私の教

育と研究 ～この日を迎えるまでの

人生の軌跡～」と題した話でしたが、

この人生の「軌跡」というのは、実

は Miracle という意味の「奇跡」と

もかけています。それは、いろいろ

と紆余曲折を経た人生にあって、家

族、友人、また同僚や職員の皆さん

も含めて職場の人たちに助けられて、

ここまで何とかやってこれたことは、

ある意味、私にとっての「奇跡」だ

からです。今は人生何が起こるかわ

からない時代です。世界でも日本で

もさまざまな困難な状況を眼の当た

りにします。最近では、コロナパン

デミックがあり、ウクライナ戦争や

パ レ ス チ ナ 問 題 も 続 い て い ま す 。

2024 年の新年早々、能登半島地震や

羽田空港飛行機事故等もありました。

私たちの生活でもいつなんどき、災

害・事故や病気で、仕事や生活を当

たり前にできない状況が出てくるか

もしれません。そういう中で当たり

前のことが当たり前にできることの

尊さに気づかされるのです。華々し

い活躍がなくても、平凡な当たり前

のことができてきたことの連続で、

この日を迎えることができたわけで、

私はそのことにあらためて感謝する

とともに、これは私にとっては「人

生の奇跡」だなというふうに思える

のです。  

 

最後に、前任校の立命館アジア太

平洋大学での時代も含めて、足掛け
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約 23 年間、立命館学園で大学教員と

してそれなりに勤めあげることがで

きたと思えることは、同僚の先生方

や学生を始め、大学や学部の関係者

の皆様のおかげです。この場を借り

て、深く感謝申し上げます。そして

産業社会学部・社会学研究科及び産

業社会学会の今後のさらなるご発展

を祈念しつつ、私の挨拶とさせてい

ただきたいと思います。  

 

 

 

筆者略歴：立命館アジア太平洋大学

（ APU）で英語副 主任や言 語文化イ

ンスティチュート・ディレクター等

を務めた後、産業社会学部では、英

語プログラム・コーディネーターや、

言語教育センターの英語運営委員等

を定期的に務めた。2024 年 4 月から

は、特任教授として主に授業担当を

する予定である。（注：私が提案する

英 語 上 達 法 に つ い て は 、 さ ん し ゃ  

Za pp i ng 通巻 203 号の「自著紹介：

これで変わる！あなたの英語力！～

英語の環境作りのススメ」をご参照

ください。）  
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産社での 17 年とこれから  

～定年退職後にやりたいことは盛沢山～  

  竹内  謙彰  

 

 

2007 年に立命館大学に赴任して

から、はや 17 年が経とうとしてい

るのが信じられないくらい、時の流

れの速さを感じます。過ぎてしまえ

ばアッという間でしたが、いろんな

意味で密度の濃い時間を過ごすこと

が出来たのは、私の人生にとっての

収穫でした。  

密度の濃さという点では、やはり

学部長に選出されてからの 3 年間を

あげないわけにはいきません。とは

いえ、濃い体験は、あまりここには

書けないようなことばかり。様々な

「トラブル」対応が、何より大変で

した。当時、学部長という役割は、

学部の教学の発展方向に向けて力を

尽くすことが重要だと思っていまし

たが、現実にはさまざまなことに追

われた 3 年間でした。とはいえ、重

要な大学運営にかかわる諸問題に触

れる機会を得たことを含めて、学部

長という役割でしか経験できなかっ

たことも多い。人生の糧となったこ

とは確かです。  

今、産社での来し方をふりかえっ

た時、濃い、というより重い体験と

して、在職中の学部の同僚教員が亡

くなったことを思い出します。一人

は岡本茂樹先生。私と同じ学年生ま

れなので、ご存命であれば共に定年

退職を祝っていたはずです。ご存じ

の方も多いと思いますが、岡本先生

の遺産を引き継がれた先生のご母堂

が学生の学びに資する奨学金の創設

を発案され、今日まで続く岡本茂樹

奨学金の基金を拠出されたのです。

岡本先生は産社に赴任後、その臨床
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経験を活かした本を次々に出されま

したが、脳腫瘍で倒れられ、手術は

いったん成功するも、再入院後に亡

くなられました。ちょうど私は先生

の闘病中に教学担当副学部長の任に

あり、先生の手術後に授業を担当い

ただくことが出来るかどうか、直接

お会いして確認するために、ご自宅

までお邪魔したこともありました。

そしてもう一人は、髙嶋正晴先生。

産 社 に 赴 任 さ れ た の は 、 私 と 同 じ

2007 年、年齢はちょうど私より 10

歳若かった。学部では心理学を専攻

し，大学院ではアメリカの産業史を

研究し，産社に来てからは中山間地

域の活性化について関心を持ってい

るというようなことを、ご担当の授

業で話されたことがあるようです。

それは移り気ということではなく、

その時々に重要と考えられたことを

深く追求された結果なのだろうと思

います。難病を発症されてからも学

生教育に真摯に関わっておられる姿

に、私自身、励まされる思いがしま

した。数年にわたる闘病の末に 50 歳

の若さで亡くなられたのは、私が学

部長を務めて 3 年目の夏でした。  

お二人とも、まだまだやりたいこ

とがいっぱいあったでしょう。その

無念に思いをはせるときに、今でも

心に痛みを感じざるをえません。  

17 年間 の 出 来 事を思 いお こすと

き、浮かんでくる大事なことのひと

つとして、障害学生支援室のアドバ

イザーを続けてきたことをあげるこ

とが出来ます。2005 年 4 月に発達障

害者支援法が施行されるなど、私が

産社に赴任する少し前あたりから、

知的障害のない発達障害児者への支

援に日本社会の注目が集まり始めて

おり、大学でも発達障害学生への支

援の在り方が模索されていました。

それ以前から、身体障害のある学生

への支援のために立命館大学には障

害学生支援室が存在していましたが、

新たに発達障害のある学生への支援

を目的とする特別ニーズ支援室（後

に障害学生支援室に統合）が立ち上

げられたのです。自分がどういう経

緯でアドバイザーになったのか、そ

の詳細は覚えていませんが、自分か

らかかわりたいと言ったのは確かで

す。何かしら自分の知識や経験を役

立てることが出来るのではないかと

考えていたのだろうと思います。と

はいえ、自分の知見を活かすことよ

り新たに学ぶことの方が多かったと

いうのが実際です。それほど役立っ

たわけではないものの、大学での学

びや生活、学生同士や教員など人と

の関係などで困難を抱える学生と面

談等の機会を持つことで支援にもか

かわってきました。そうしたことを

時には負担に感じる局面もなくはな

かったのですが、それ以上に、発達

障害の特性を持つ学生の人たちは、
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こういうことにつまずくのだという

発見を繰り返しました。似た悩みも

あるものの、一人ひとり困難の表れ

は異なります。だから、発達障害の

学生にはこうすればうまくいく、な

どという一般的な処方箋はあり得な

いのです。自分の面談でのかかわり

は、ともあれ話をよく聴いて、どう

したらよいかを一緒に考えていくと

いうことにおおよそ終始していまし

た。もちろん、障害学生支援室のコ

ーディネーターの人とは連絡を取り

合いつつ、模索をしていました。経

過はそれぞれ異なりますし、何より

守秘義務があるので具体的には書け

ませんが、それなりによい方向に向

かっていき、無事卒業されたりする

のは、うれしいことでした。困難を

抱えた学生の面談にかかわる経験に

は多くの学びがありますが、あえて

大事だと思う点をまとめるならば、

話をちゃんとよく聴くという傾聴の

大切さと、現在や過去の問題にこだ

わるのではなくこれからどうしてい

くかということに着目するというこ

との二つに集約できるかもしれませ

ん。どちらも当たり前のことかもし

れませんが、実感として捉えられた

ことは、やはり学びですね。  

さて、ようやく本稿の副題にかか

わる話に入ります。定年退職後にや

りたいことは盛沢山なのです。私は

特別任用教授にはなりません。定年

後にどうするかは人それぞれの選択

ですが、私自身はずいぶん以前から

特任にはならないと公言していまし

た。その理由は、自由になる時間が

欲しいということにつきます。もち

ろん、特任教授になっても忙しい役

職に就くことは原則としてありませ

んし、教授会をはじめとする様々な

会議に出席を求められることもぐっ

と少なくなります。それでも、勤務

している以上、しなくてはならない

仕事はあります。そこから離れたい

というのが偽らざるところです。  

今まで科研費や学内の助成金など

を得る機会もあり、今年度は産社学

会の助成を得て単著をまとめること

もできましたが、退職後は研究にか

かわるお金を得ることは難しくなり

ます。しかし自分の場合、研究の仕

方は工夫次第、お金はあまりなくて

も、大学図書館を利用するなどすれ

ば研究は進められます。取り組んで

みたいテーマは、「主体的な学び」な

ど、何らかの意味で人の発達にかか

わるものだけでも 3 つか 4 つは浮か

んできますし、それ以外にも取り組

んでみたいことがあります。今から

研究の段取りを考えるのが楽しみに

なっています。しかし研究だけでは

なく、自由になった時間でもう少し

自分の身体と心をいたわり、身体を

動かしたり趣味に没頭したりしたい。

また、先に私大を退職した連れ合い
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とも一緒にのんびりと旅行に行きた

いし、孫の成長を見守ることも楽し

みです。あるいはまた、何かしら人

や社会に貢献できることもやりたい

ことリストの中には含まれています。 

ともあれ、これからもしばらくは

図書館での調べものなどで、ちょく

ちょく衣笠キャンパスには出入りす

るつもりです。そんな時には、気軽

にお声がけいただければ幸いです。  

ではまた。  
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セカンドライフの構想  

 

  中村  正  

 

 

 

1977 年 4 月に立命館大学法学部

に入学した。今はない広小路キャン

パスに通った。1981 年 4 月に立命館

大学大学院社会学研究科に進学した。

その後、京都の他大学で助手のよう

な仕事をしたが運良く 1989 年４月

に産業社会学部に入職できた。29 歳

の若輩者だった。学部の皆さんに支

えられ、何よりも学生や院生にも刺

激を受けながら、かなり長い立命館

大学での生活となった。途中、カリ

フォルニア州立大学バークレー校や

シドニー大学で在外研究ができたこ

とは財産となった。また、学校法人

の仕事を長く担当したことは大学と

は何かについて考える機会となった。

それは立命館大学の危機とでも言え

る時期だったので特に思いは強くあ

る。そして 2024 年 3 月をもって退

職となった。ひきつづき特任教授と

してお世話になるが、いったんの区

切りである。たくさんのことがあっ

たので回顧録風に記しておきたいが、

次の 5 年や 10 年をどう過ごすかを

主に書いておきたい。  

2024 年 1 月 15 日、学部の「臨床

社会学」という講義の最終回に退職

記念講義をした。学部事務室の方々

が準備をしてくれた。学部や大学院

のゼミの卒業生だけで 400 名近い。

学部事務室が校友会をとおして案内

のハガキを出してくれた。それに対

して各地から返事のメールが事務室

に届いた。一期生は 50 歳を過ぎてい

る。卒業生の子どもが学生となり親

子で最終講義に来てくれた人もいた。

嬉しいものだ。この時も、過去を振

り返ることは少しにして、次の 5 年、
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何をするかについて話をした。70 歳

までのセカンドライフのことだ。ま

だ現役のつもりだが、やりたいこと

があるので一つの区切りをつけるこ

ととした。さしあたり一般社団法人

を創設して実践のベースをつくる予

定である。やっていることはそんな

に変わりはないが、研究プロジェク

トとしてやってきたことを社会事業

という形態で実施することとした。

資金は自立できるようにビジネスプ

ランを立てている（つもりだ）。人文

社会系発大学ベンチャーとして人間

科学、臨床社会学・社会病理学分野

の研究成果を社会事業へと展開する

予定である。  

設立は 4 月以降になるが、屋号は、

一般社団法 人 UNLEARN(アンラー

ン )にする予定である。虐待、暴力、

いじめ、体罰、ハラスメントの加害

を解決することをミッションにする。

アンラーンは「学びほぐし」という

意味だ。これまで習慣的に身につけ

てきた意識や行動を社会課題解決の

ために変革していくことを意味する。

暴力は生活のなかで身につけてきた

問題解決方法として存在している。

それを意識的に学びおとしていくこ

とは一人ではできない。そして社会

もまた暴力的ではない問題解決方法

の政策を公共課題として構築する責

務がある。既成の行動様式を変革し

ていくことの総称としてアンラーン

を位置づけ、その触媒の役割を果た

したいと考えている。  

日本社会には、DV や虐待、企業内

におけるハラスメント、体罰、差別

を背景とした社会的排除（マイクロ

アグレッションや無意識のバイアス）

など、様々な暴力問題が存在してい

る。そして被害者の救済が徐々に進

んできている一方、加害者自身への

対応や、暴力を生み出す組織文化や

制度の変革は十分に進んでいない。

また、暴力を受けて成長したものが

暴力を繰り返すマインドセットを持

ちやすくなることも研究から指摘さ

れており、いまこそ行動様式の変革

が必要だと考えた。  

私は、臨床社会学・社会病理学の

成果をもとにしてこうした暴力問題

について研究してきた。暴力の背景

やメカニズムを把握するだけでなく、

実際に加害者に相対して脱暴力を目

指す臨床に取り組み、また刑務所や

児童相談所での SV も担ってきた。

具体的な問題解決の方法を開発し、

理論化してきたつもりなのでそれを

社会事業にしたいと考えた。これま

で 研 究 ベ ー ス で 得 ら れ た 専 門 的 な

「知」を、大学等の研究教育機関だ

けに蓄積するのではなく、より広範

に社会に還元するために、社会実装

型のプロジェクトを展開していくこ

ととした。特に、虐待や DV をなく

すための多角的な支援プログラムを
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開発し、自治体や社会と連携するこ

とで社会実証的研究を続けてきた。

それを支える男性性ジェンダー研究、

DV 加害者研究、子ども虐待家族再統

合研究の成果をもとにして社会実装

してきた。これらの活動は、科学研

究費補助金を始め、科学技術振興機

構（ JST）・社会技術研究開発センタ

ー（ Ristex）、公益財団法人日本財団、

京都府などからの研究助成が基にな

っている。そして何よりもこれらは

公共政策の課題でもあるので、内閣

府や自治体における政策形成にも関

与してきた。政策形成、臨床実践、

研究活動、人材育成の 4 つ面での成

果を発揮すべく退職後のセカンドラ

イフを夢想している。  

うまくいくのか、どうなるやら。

影ながらの応援をお願いする次第で

ある。  
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産社の 35 年間  

―若かった頃の思い出―  

 

  長澤  克重  

 

 

 

この度，35 年間の産社での大学教

員生活を終え，定年退職を迎えるこ

ととなりました。学部教授会のみな

さま方には，公私にわたり教員生活

を支えて頂きましたことに，心より

御礼申し上げます。35 年間を振り返

ると，あまりにもたくさんの思い出

があり過ぎて，ここにすべてを書く

ことはできませんが，比較的若かっ

た頃の印象深いこと，とりわけ立命

館大学という「場」に関わる思い出

をいくつか記して，退職のご挨拶の

代わりとさせて頂きます。  

 

学生が溢れる衣笠キャンパス  

産社教員として着任したのは平成

元年（ 1989 年）で，中村正先生，竹

濱朝美先生と同期採用になります。

三人とも当時 30 歳以下の若手で，後

に聞いたところでは，平均年齢が高

くなっていた教授会メンバーを考慮

して積極的に若手を採用する人事方

針があったとかで，私は運よくそこ

にもぐりこんだことになります。当

時は１キャンパス時代で，衣笠に７

学部（法・経・営・産・国・文・理，

国は西園寺なので厳密には６学部）

２万人以上の学生が溢れていました。

良くいえば学生の活気漲るキャンパ

スですが，昼休みともなるとキャン

パス全体がラッシュアワー状態でカ

オスとなり，とても研究室から出る

気分にはなれません。食堂は超絶混

雑で多くの学生は利用できず，生協
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購買に弁当を買いに行くのにも勇気

を要する程でした。最初の基礎演習

の授業で教室に入ると，教室ギチギ

チに学生が座っており，一クラス人

数は何と 52 名でした。この規模の授

業に「演習」という名称をつける大

学の神経を疑いましたが，不思議と

授業中は思ったほど私語もなく，ド

素人状態の新米教師でも学級崩壊を

まねかず何とか初年度を終えること

ができました。今思えば，オリター・

援担（＝エンター）がしっかりクラ

スをまとめていたことと，学生の自

学自習能力があったからでしょう。

講義科目では 300 名を超えるクラス

は当たり前で，教養科目では 1,000

名近くの大講義もありました。教員

の努力によって社系学部でも「小集

団」授業を設けていましたが，学生

の自治能力に依拠することで，マス

プロ状態だった教育条件を少しでも

改善できた時代だったと思います。

当 時 は な ぜ あ の 規 模 で 講 義 や ゼ ミ

（ 26 名定員）ができていたのか，不

思議でなりません。現在とは雲泥の

差ですが，現状を悪化することなく

質を保証する教育環境を維持してほ

しいと思います。  

 

延々と続く会議  

立命館が会議で忙しい大学である

ことは有名でしたが，「〇命館大学」

という自虐的別称を聞いたのは着任

して数年後でした（某先生は「〇命

館大学残業社会学部」と呼んでいま

した）。着任して最初に出席した会議

は，「基礎演習担当者会議」でした。

当時の学部主事（現在の教学担当副

学部長）であった中川勝男先生が基

礎演習の方針を説明し終えると，い

きなり深井純一先生が噛みつくよう

な批判を始められ，全否定的な意見

は止まることなく，今にも掴み合い

の喧嘩が始まるかという様子にもか

かわらず，誰も止めようとしないの

でハラハラし通しでした。何とラデ

ィカルな議論をする大学なのかと度

肝を抜かれながらも，真理を探究す

る大学ではこれくらい激しい議論を

するのか，と事情もわからず感心し

たりしました。（いろいろな背景があ

ったようですが）  

これほど激烈な議論はなくとも，

教授会は長時間にわたる議論が続き

ました，午後１時から始まって 6 時

を過ぎると「美濃屋」から出前のう

どんが届いて（！），食べながら７時

過ぎまで続いたかと思います。ひと

つひとつの教学方針や理事会報告に

ついて，学会か研究会の如く批判的

検討を加え，全学の各種委員会報告

もすべて行うのでいくら時間があっ

ても足りません。教授会規模も 50 名

程度で参画意識の高い方々が多かっ

たからでしょうが，教授会議論が全

学方針に反映されるという信頼感が
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あったからではないでしょうか。今

日の巨大化した立命館ではこのよう

な議論が困難なことは理解できます

が，結論ありきの一方通行的方針提

起では学園の求心力や教員の主体的

参画を期待するのは難しいと言わざ

るをえません。現状は，学部執行部

の先生方の多大の努力と忍耐力によ

って支えられているように見受けら

れます。  

学部教授会だけでなく，全学協議

会や業務協議会も同様に延々とエン

ドレスで議論をしていました。両者

とも最終回は深夜を過ぎても続くの

が通例でしたのでまさに隔世の感が

あります。全学で議論して全学で実

行するというパワーがあった時代で

す。業協については 2002 年に組合

書記長として参加しましたが，数百

名の教職員が中川会館（現在の至徳

館）に集まり，とにかく理事会提案

（教職員評価報奨制度）を取り下げ

させる，という戦闘的雰囲気に満ち

ていました。私からすると海千山千

の川本理事長と甲賀専務が相手なの

で，協議開始前に弱気になっている

と，高垣忠一郎先生が，「あんなのは

サービスの悪いバーテンのおっさん

だと思えばいいんだよ！」と勇気づ

けてくださり，すると川本理事長の

顔が不思議とバーテンに見えてきて，

ガチガチの緊張感はどこかに消え，

議論の経過はともかくあらゆる（屁）

理屈を繰り出して，参加教職員の後

押しもあり，とりあえずその年の評

価報奨制度導入はペンディングとな

りました。さすが発達心理学の先生

は人の心がよくわかっていらっしゃ

る，と感心させられました。ほかに

も発達・心理コース（現在の福祉社

会専攻）の先生方には私生活面でも

大いに助かるアドバイスを頂いたこ

とがあり，この場を借りて御礼を申

し上げます。  

 

FD 活動  

立命館は全学協という仕組みがあ

ったおかげで，かなり早い時期から

FD に力を入れてきた大学ですが，90

年代は日本の大学が教育を付属物と

して扱ってきた矛盾が看過できなく

なった時期であるように思えます。

いろいろな経緯があって「大学教育

研究室」（現在の大学教育推進機構）

の研究員という仕事を与えられ，国

内外の多くの専門家の先生方の意見

を伺う機会を得ました。90 年代後半

には海外 FD 活動調査として UC バ

ークレー校と UBC を訪問しました。

バークレーでは 500 名ほど入る大ホ

ールでの講義にもかかわらず私語が

ほぼないことに驚いたり，UBC では

本学の教育条件の説明をして不思議

がられたり（標準的な教員の担当ク

ラス数と学生数を説明したところ，

「どうやって各学生の学習状況を把
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握するんだい？」と質問されて困り

ました）しましたが，大学の存立条

件が国によって異なるので，単純に

は参考にできず，本学は本学独自の

FD を開発するしかないのではない

かとも感じました。教育と研究の両

立は簡単なことではありませんが，

私立大学ではＦＤの重要性はますま

す高まりますし，そのための時間を

十分に保証することが必要ではない

かと思います。  

 

 以上，まとまりのない周辺的な思

い出話で，自分の専門である統計学

に関することも書けませんでしたが，

立命館というユニークな大学で揉ま

れたことは，今となってはまさにい

い思い出になっています。仕事のス

トレスはあっても，教授会の人間関

係で大きなストレスがなかった点は

本当に幸せでした。心残りをあげる

とすれば，新型コロナ騒動以降，教

授会がリモートになり新任の先生方

と交流することができなかったこと

です。長い間ありがとうございまし

た。  
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＜学部共同研究会開催報告＞ 

福祉国家にとって中間層による支持は重要なのか？ 

鎮目 真人 

 

【開催日時】 2023 年 12 月 11 日（月） 15：00～17：00 
【会  場】修学館 3 階産社共同研究室・共同研究会室  
【報  告  者】Professor. Anders Lindbom 

（Uppsala University）  
 

今回の学部共同研究会では、ウェ

ーデンにおける年金、医療、介護、

住宅などの社会政策に関して多くの

業績があるスウェーデンのウプサラ

大学 (Uppsala University)の Anders 

Lindbom (アンダース・リンドボム )

教授をお招きした。研究会のテーマ

は 「 Middle-Class Support for  

Encompassing Welfare – Self-

Reinforc ing Policy-Feedback」であ

る。研究会には、研究会のコーディ

ネーターを務めた加藤雅俊准教授と

筆者のほか、産業社会学部の櫻井純

理教授と松田亮三教授、そして、法

学部の村上剛准教授にご参加いただ

いた。  

報告内容は、エスピン‐アンデル

セ ン (Esping-Andersen)に よ る 『 福

祉資本主義の 3 つの世界』（ 1990 年）

とコルピ (Korpi)とパルメ (Palme)に

よる  「再分配のパラ ドクス (“ The 

Paradox of Redistribution ” ) 」  

(1998)を導きの糸として、福祉国家

の給付形態に応じて、その給付対象

となる人々の間で生じる可能性のあ

る自己強化的なフィードバックの検

証を試みるものであった。この「再

分配のパラドクス」とは、専ら貧困

層に焦点を絞って社会保障給付を行

う、アメリカを典型とする選別主義

的な福祉国家よりも、全ての所得階

層をターゲットとして社会保障給付

を幅広く保障する、スウェーデンに

みられる普遍主義的な福祉国家の方

がより効果的に再分配を行うことが

可能であり、それに対する人々の支

持も厚くなるのではないかという仮

説である。  
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これがパラドクスと呼ばれるのは、

一般的には給付のターゲットを貧困

層に絞った方がより効率的に貧困率

を減少できるように思われるが、そ

れとは逆に給付対象を貧困層以外に

も広げた方が貧困削減の効果が高く、

それに対する人々の支持も得られる

というアイディアに起因している。  

リンドボム氏の本研究の問題意識

は、こうした「再分配のパラドクス」

が唱えられて以来、様々な研究が蓄

積されてきたが、これを例証する決

定的な証拠は発見されてこなかった

ため、その存在を改めて探るという

ことにある。同氏によれば、これま

で「再分配のパラドクス」について

確固とした実証的な結果が示されて

こなかった理由は、このパラドクス

の本質的な部分が研究者の間で誤解

されてきたことにあるという。それ

は、再分配に対する人々の評価を捉

える変数として、国際比較のデータ

が容易に得られる「再分配に関する

人々の態度」 が用いられてきたこと

である。そのため、リンドボム氏は、

アメリカとスウェーデンの人々を対

象に、従来とは異なる独自の調査を

数年に渡って行い、福祉国家による

給付のタイプと中間層の福祉国家に

対する支持との関係に関する実証分

析を行った。その結果は、社会保障

サービスが低所得層だけなく、中間

所 得 層 に も 給 付 さ れ て い る 場 合 、

人々の福祉国家に対する選好は一層

高まる可能性があるというものであ

った。これは、「再分配のパラドクス」

を実証的なデータに基づいて検証す

る新たな試みであるといえよう。  

研究会では、同氏の研究報告後、

参加者の間で質疑応答がなされた。

そこでは、実証分析の手法に関する

事柄や、実験結果が「再分配パラド

クス」における理論仮説とどのよう

に結びついているのかということな

どについて活発に意見交換がなされ

た。  

コロナ禍以降、海外からの研究者

を招いて対面で研究会を開催する機

会が少なくなったが、本研究会は、

言語の違いを超えてアカデミックな

研究を深めるうえで、対面によるコ

ミュニケーションが非常に有効であ

ることを改めて実感する機会になっ

た。研究会の開催にあたり、ご支援

をいただいた産業社会学会と産業社

会学部共同研究室の林様と大藏様に

深謝申し上げたい。  
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＜全国規模学会開催報告＞ 

「社会政策学会第 147 回大会」開催報告 

櫻井 純理 

 

2023 年 10 月 7・8 日（土・日）の

2 日間、衣笠キャンパスにて社会政

策学会第 147 回大会を開催し、 300

名強（うち院生等が約 40 名）が参加

しました。以下でその概要を報告い

たします。  

 

１．社会政策学会の概要と過去の立

命館開催 

 はじめに、社会政策学会について

紹介します。同学会のルーツは日清

戦争後の明治 29（ 1896）年に遡りま

す。当時は日本の産業革命の黎明期

で、職工団体が結成され、ストライ

キも発生し始めていた頃でした。工

場法制定（ 1911）などの重要な社会

問題への対応を迫られていた政府、

そして社会からの期待を受けて、経

済学者を中心に社会政策学会が発足

しました。大内兵衛は学会設立当時

の意義について、「勃興期の日本資本

主義に対する社会政策的良心であっ

た」と記しています（大内兵衛「社

会政策学会と高野先生（抜粋）」、学

会ウェブページを参照）。  

 学会は第二次大戦後の 1950 年に、

大 河 内 一 男 と 岸 本 英 太 郎 と い う 東

大・京大の社会政策講座の担当者が

呼びかけ人となり、再建される運び

と な り ま し た 。 そ の 後 会 員 数 は

1,143 名（ 2021 年 3 月 31 日現在）

の大規模学会に発展し、会員の専攻

分野も経済学、政治学、社会学、社

会福祉学等々の多領域にわたってい

ます。また、今次の大会開催にあた

って調べてみたところ、本学全体で

約 30 名（含：非常勤教員・大学院生）

が学会員となっています。  

立命館大学では（戦後） 5 回の大

会が開催されており、今回が 6 回目

となりました。最初は 1951 年の第  

4 回大会（労働法学会との交流大会）

で、沼田稲次郎「戦後日本の労働組

合政策」、⻄村豁通「戦後日本の労働

運動史の分析」等の報告が行われて

います。その後も約  10 年ごとに、

第  22 回大会（ 1960 年）「労働運動

史」、第  51 回大会（ 1975 年）「地方
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自 治 と 労 働 問 題 」、 第  77 回 大 会

（ 1988 年 ）「 転 換 期 に 立 つ 労 働 運

動」、 第  101 回大会（ 2000 年）「「福

祉国家」の射程」の開催校となって

きました。さらに最近では、第  141 

回大会（ 2020 年  10 月）をびわこ・

くさつキャンパスにて開催する予定

でしたが（実行委員長：経済学部の

佐藤卓利先生）、全面的にオンライン

大会へと変更になった経緯がありま

す。  

 

２．第 147 回大会の概要 

 今回の大会では、初日に「テーマ

別分科会」（ 6）と「自由論題」（ 8）

の合計 14 セッションが実施されま

した。前者のテーマはそれぞれ、①

アジアの少子化と少子化対策、②生

活を支える制度の実施過程からみる

課題、③「奥のコンロに置く」のを

や め て ― 大 阪 府 立 高 校 通 信 制 課 程  

政策変容と現在の実践、④障害者の

雇用就労支援システムの現状、⑤子

どもの生活困難の量的分析、⑥コロ

ナ危機後の欧州福祉レジームの行方、

というものでした。自由論題の研究

対象も、地域福祉・労働組合・ジェ

ンダー・貧困・労働・福祉に区分さ

れており、社会政策が対象とする社

会的課題が多岐にわたることが反映

されています。  

 2 日目は、午前中に書評分科会が 4

セッション開かれ、午後からは共通

論題「ケアをする権利・しない権利：

脱・義務的家族介護を目指して」の

報告と議論が行われました。  

今回の共通論題は、日本における

ケアに関わる諸制度が、家族や地域

による自助・共助を前提とし「足り

ない」部分を社会サービスによって

補うものとなっている、その基本的

な姿勢を問うものでした。この状況

は「家族の世話は家族がするべき」

という暗黙の規範の存在によって支

えられているのですが、その結果、

家族－特に家庭内の女性－が「ケア

をしない」という選択が難しい事態

が生じています。このセッションで

は、こうした家族の「ケアをしない

権利」と「ケアをする権利」の侵害

という論点を共通認識とし、以下の

4 つの報告が行われました（座長は

埋橋孝文・同志社大学名誉教授）。  

①牧陽子（上智大学）「ケアの義務の

国際比較 ―日・仏・スウェーデンの育

児・介護から」  

②相馬直子（横浜国立大学）「ダブル

ケ ア を め ぐ る 優 先 順 位 と 選 択 － 量

的・質的調査から考える」  

③山根純佳 (実践女子大学 )「「参加・

協働型ケア」の構想とケアワークの

評価：フェミニズム・ケア論におけ

る市場化批判から考える」  

④廣野俊輔（同志社大学）「ケアされ
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る側の論理を検証する ―障害者の自

立生活運動を対象として ―」  

 ケアの市場化、ダブルケアラー・

ヤングケアラーの顕在化、地域ケア

の在り方などの近年のケアを巡る動

向を含め、国際比較・実証的分析（質

的・量的）・理論的検討などの多様な

角度から、意義深い議論が行われま

した。  

 

３．大会の開催を終えて 

 社会政策学会では年 2 回（春・秋）

大会を各 2 日間の日程で実施してお

り、初日の夜に懇親会を行うことが

通例となっています。コロナ禍でし

ばらく休止されていたのですが、第

147 回大会では以学館地下を会場と

してケータリングサービスを利用し

て懇親会を開催しました。こちらに

も 100 名近くの方が参加していただ

き、衣笠の夜を楽しんでいただけた

のではないかと思っています。  

 大会の開催は会場予約に始まり、

パンフレットの作成や会場設営の準

備、弁当や懇親会の手配、アルバイ

ト学生のシフト作成など、様々な準

備作業が必要でした。実行委員とし

て多くの時間をさきご尽力下さった

鎮目先生・丹波先生・吉田先生をは

じめ、当日のセッション運営に携わ

って下さった多くの先生方、サポー

トして下さった学部事務室や研究部、

クレオテックなどの職員の皆さまに、

この場を借りてあらためて御礼申し

上げます。  

最後になりましたが、大学からの学

会開催補助金と産業社会学会からの

全国規模学会助成金をお認めいただ

いたおかげで、安心して準備を進め

ることができました。おかげさまで

無事に大会を終えることができまし

た。どうもありがとうございました。 
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「唯物論研究協会第 46 回総会・研究大会」開催報告 

景井 充 

 

2023 年 11 月 18 日 (土 )～ 19 日 (日 )、

びわ こ 草津 キャンパ ス  エポ ック立

命 21 のホールと会議室をいくつか

お借りして、唯物論研究協会第 46 回

総 会 ・ 研 究 大 会 を 開 催 し ま し た 。

2007 年 10 月に以学館を会場にお借

りして第 30 回の記念大会を催して

から 15 年ぶりの本学での開催でし

た。その時は初めての学部執行部企

画担当として「プロジェクト・スタ

ディ」の設計に向き合っていた中で

の開催で少々大変でしたが、今回は

教職員組合の書記長を務めながらの

準備・運営そして事後作業でしたの

で、なかなかに厳しいものがありま

した。しかし、特に事故もなく終え

ることができ、深く安堵した次第で

す。  

私は開催校責任者という立場でほ

ぼ完全に裏方の仕事をしていました

ので、残念ながらここにシンポジウ

ムや分科会そして個人研究報告の詳

細を記すことはできませんが、今回

の研究大会の特徴について少しご報

告をさせて頂きたいと思います。今

回の研究大会の特徴はまず、産業社

会学部の現役教員がお二人、斎藤真

緒先生と市井吉興先生が報告者とし

て登壇してくださったことです。斎

藤先生は第１分科会「ケアを問う」

で「「ヤングケアラー」問題の社会的

構築のゆくえ  ―  ケアラー支援の射

程と課題  ―」と題するご報告を、市

井先生は第２分科会「スポーツ振興

と都市（再）開発を考える  ―  京都

府立植物園北山エリアの開発を事例

として」において、「都市（再）開発

と「スポーツ」はグッドマリアージ

ュ？！：ボイコフの祝賀便乗型資本

主義 Celebration Capitalism」から

考える」と題するご報告をしてくだ

さいました。ヤングケアラーは我が

国の社会保障システムが依然として

その基盤にしている家族主義と、し

たがって貧弱な個人的諸権利の公的

保障の犠牲者という面を持つもので

す。私などは、日本の家族主義的＜

自助＞の限界を露呈しているととも
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に、したがって日本の市民社会的成

熟に対する大きな阻害要因を顕在化

させていると受け止めているところ

です。また、開催地関連の企画とし

てセットされた第２分科会では、京

都府が推し進めようとしている府立

植物園・北山エリアの開発計画に関

わって、その問題点や課題を整理し、

府立大学の学生も参加している反対

運動の状況が紹介されました。スポ

ーツをダシにした悪乗り地方創生策

という印象も抱かせますが、背景に

は新自由主義的な「選択と集中」の

空騒ぎイデオロギー、そして根本的

に は 資 本 主 義 の 無 節 操 な 際 限 な き

“資源活用”の本性が透けて見えて

いると感じます。なお、この第２分

科会で「北山エリア「３大学アリー

ナ構想」とポスト「オリ・パラ」の

スポーツ政策」と題する報告をして

下さった棚山研先生（羽衣国際大学）

も産業社会学部と縁の深い方ですし、

さらに第３分科会「フランクフルト

学派の現在」でご報告いただいた出

口剛司先生は 2001 年から 7 年間産

業社会学部のファカルティの一員で

した。という次第で、なんと都合４

人もの“産社関係者”にご登壇頂い

たということになります。  

産業社会学部はその出立において

「産業社会＜批判＞学部」ですが、

４人の方々の報告にみられる「批判」

の営みに関わって近頃気になってい

るのは、フランクフルト学派の一員

であった H・マルクーゼです。彼は

ナチズムの全体主義を経験する中か

ら『一次元的人間』を著わし（副題

は「先進産業社会におけるイデオロ

ギーの研究」）、「批判」という契機を

喪失することが社会と人間に一次元

化つまり全体主義化をもたらすと指

摘しました。そして、彼が考える理

性の本質としての「批判」すなわち

否定の契機を未来への可能性を拓く

契機だと力説しました。我が国は、

近代化の基盤に実質的にむしろこの

「一次元的人間」像を据え、ファナ

ティックな全体主義のエネルギーに

よって近代化を推し進めてきた重い

歴史的経験を持ちます。私たちが持

続可能な民主主義社会として成熟す

ることを目指すのであれば、現下の

国内外の情勢やそれに対応しようと

する政策動向に照らして、また日本

近代の基底的な一次元性に鑑みて、

「批判」の意義は改めて一層大きな

ものとなっていると考えます。「共生

社会」という言葉がしばしば持ち出

されます。しかし現下、日本学術会

議の組織改革問題、奈良女子大学付

属小学校での指導要領をめぐる圧力、

「群馬の森」で朝鮮人労働者追悼碑

が解体撤去された“事件”などなど、

かつての総動員体制を彷彿とさせる
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政治社会的な一次元化（権威主義化）

に向かうかの如き動きが目立ちます。 

産業社会学部は高度経済成長の中

から勃興してきた日本の産業社会の

経済成長主義から生じる諸矛盾を学

際的かつ批判的に解明することを目

指して創立されていますが、新自由

主義化が進み続け、「選択と集中」ま

た「包摂と排除」が複雑に錯綜する

社会的状況の中で、改めて、「社会問

題」の解明と解決を目指す産社の出

番！だ、との思いを強くしています。 

唯物論研究協会は、私の個人的印

象では、2010 年代に入る頃から、狭

義の左翼的傾向を残しつつも、多様

な社会批判の営みに取り組む研究者

が集う場へとウィングを広げてきて

います。多様な市民活動や社会的諸

課題の噴出する状況への学術的・思

想的対応として、すでに常識と化し

ているわけですが、狭義の左翼イデ

オロギー一点張りの社会批判では当

然限界だらけだからです。今回のシ

ンポジウム「戦争を原理的に否定す

る論理」においても、ジェンダー研

究分野、哲学分野、平和学・環境社

会学分野の３名の登壇者を迎え、多

角的かつ活発な「批判」活動が展開

されました。目下、ウクライナとパ

レスチナで無慈悲極まりない戦争が

継続中ですが、戦争を原理的に廃絶

するというユートピア的なテーマを

掲げて多角的な「批判」活動を展開

することの意義を、社会批判の営み

の根本的性格と意義のレベルで受け

止め直すことが重要だと痛感する機

会でした。ご関心の向きは、協会の

HP から報告のレジュメ等をご覧い

ただければと思います。  

最 後 に な り ま し た が 、 会 員 数 が

300 に届かない小さな学会が上述の

ような「批判」活動に取り組む機会

を得ることができたのは、本学が保

有する、今となっては全国的にも珍

しくなった学会開催時補助の制度と、

なにより産社学会からの学会開催補

助のお陰でした。産社学会とすべて

の関係者の皆様に、深く謝意を表し

ます。  
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＜エッセイ＞  

歴史の跫音を聞く 

―ドイツにおける反ユダヤ主義批判の行方―  

有賀  郁敏  

 

『 歴 史 の こ わ さ と 面 白 さ 』  

日本近現代史研究者、中村政則の

著作の中に『歴史のこわさと面白さ』

（筑摩書房）という一冊がある。こ

の本は史実から見えてくる民衆や世

界の複相性（こわさと面白さ）を読

者に分かりやすく語ろうとした「入

門書」といってよいだろう。もっと

も、スポーツにおいて基礎・基本の

習得が難しいように、「入門書」とは

いえ中村が問いかけたモチーフの歴

史的評価は平易ではない。  

たとえば、民衆像一つとってみて

も常闇の地底で働き現場監督の小頭

らに棍棒で容赦なくたたかれリンチ

を受け続けた炭坑夫が、第 1 次世界

大戦後の世界史的地殻変動の中で才

気あふれんばかりの「動く民衆」へ

と 変 貌 し て い く 様 相 か ら は 歴 史 の

「面白さ」が伝わってくる。しかし、

そうした労働者がより貧しい民衆と

の関係においてどのような意識を抱

き態度をとったのか、いわば民衆の

姿態に宿る複相性からは、なにほど

かの歴史の「こわさ」を感じてしま

う。この点を別の事例から少し敷衍

しておこう。  

 石牟礼道子が『苦界浄土』（新装版 

講談社文庫）などの著作を通じ、水

俣病に苦しむ患者や家族の苦しみと

生への希求の回路を、虚飾を排し力

感込めて描き出したように、水俣（の

民衆）は日本近現代史において重要

な位置を占めている。その際、日本

窒素肥料株式会社（現チッソ株式会

社；以下、チッソ）のメチル水銀を

含む廃液の垂れ流し、企業犯罪がそ

の起点になっていることは言うまで

ない。チッソは 1904 年にカーバイ

ト工場として水俣で設立され、戦間

期には日本における代表的な化学工

業企業へと成長する。チッソに雇わ

れた水俣の労働者の工場内における

非人間的扱いの一端をめぐっては研

究が蓄積されているが（富田義典他

編『水俣に生きた労働者：チッソと

新日窒労組の 59 年』明石書店）、こ

のような国内の労働者が植民地でい
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かなる態度をとったのかについて多

くは語られていない。  

 この点に関して、水俣をめぐる代

表的研究者の一人である岡本達明は

編著『聞書水俣民衆史５―植民地は

天国だった―』（草風館）で、水俣で

クズ扱いされていた職工（労働者）

の植民地朝鮮での振舞いを歴史の舞

台に登場させている。リアルな語り

から一つ引用しておこう。  

 「朝鮮人とどうやって仕事をする

か上から指示があった。・・・『朝鮮

人はぼろくそに使え。朝鮮人からな

められるな』といわれた。朝鮮人は

人間としてみるな、人間の内に入れ

ちゃならんぞという指示じゃ、て私

はすぐ思った。水俣の日雇のとき、

野口社長が、『職工は牛か馬と思って

使え』といったという話を聞かされ

とったもんな。それと同じで、そう

いう腹で朝鮮人を使え、朝鮮人に情

けをかけちゃだめということを、い

わしたんだろうな思ったな。」  

 チッソは 1927（昭和 2）年に朝鮮

窒素肥料株式会社を興南（現在の北

朝鮮域内）に設立し、水俣から労働

者を派遣するともに現地の民衆を雇

用したのである。朝鮮人の労働条件

は非常に悪く、賃金も日本人労働者

の半分あるいは三分の一程度だった

という。  

 水俣では「牛か馬」扱いされてき

た日本の労働者が、それと同じ卑劣

な行為を植民地の朝鮮人に対して何

の痛みも感じることなく演じてしま

う。「植民地は天国だった」という言

葉から垣間見られる屈折した意識は、

中村が感じ取った「歴史のこわさ」

とどこかで繋がっているように思え

てならない。われわれはいま、こう

した被害と加害が目まぐるしく反転

する状況を突き付けられている。  

 

パ レ ス チ ナ の 惨 状  

昨年（ 2023 年） 10 月 7 日のイス

ラム組織ハマスによるイスラエル奇

襲攻撃に端を発したイスラエル軍の

パレスチナ自治区ガザ地区に対する

攻撃は 100 日を超えた。死者数は 2

万 5000 人（住民 220 万人）を上回

っている（ 2024 年 1 月 22 日時点）。

パレスチナ・ガザ地区とイスラエル

（軍）の非対称性が鮮明になってい

る。  

国連女性機関「 UN ウィメン」は、

2024 年 1 月 19 日、イスラエル軍に

よるガザ攻撃開始以降における女性

や少女の状況に関する報告書を発表

したが、そこでは約 2 万 5000 人の

民間 人犠牲 者のうち 70％が 女性と

子どもであり、約 100 万人の女性と

少女が避難民となり、 1 時間に 2 人

の割合で母親が殺害され、プライバ

シーのない避難所での各種暴力が横
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行 し て い る こ と が 報 告 さ れ て い る

（ https: / /www.un.org/unispal /wp-

content/uploads/2024/01/Gender-

Alert-The-Gendered-Impact-of-

the-Crisis- in-Gaza.pdf）。また、国連

児童基金（ユニセフ）は、戦闘が開

始されて以降、パレスチナ自治区ガ

ザで約 2 万人の新生児が生まれたも

のの母子ともに劣悪な生活環境に置

かれていること、 2 歳未満の子ども

約 13 万 5000 人が重度の栄養失調の

危機にあり、なかには爆撃で死亡し

た妊婦の帝王切開という事態も報告

されている。イスラエル軍は新生児

す ら 平 気 で 殺 し て い る の で あ る

（ https:/ /www.unicef .org/emergen

cies/children-gaza-need-

lifesaving-support）。  

このようなガザの事態を俯瞰すれ

ば、イスラエルの攻撃が国連憲章そ

して国連総会（ 1948 年）で採択され

た「集団殺害罪の防止及び処罰に関

する条約」、いわゆる「ジェノサイド

条約」に反していることは疑う余地

がない。なぜならば、条約の第 2 条

では以下のように謳われているから

だ。  

「第 2 条 この条約では、集団殺害

とは、国民的、人種的、民族的又は

宗教的集団を全部又は一部を破壊す

る意図をもって行われた次の行為の

いずれかを意味する。  

（ a）  集団構成員を殺すこと  

（ b）  集団構成員に対し重大な肉

体的又は精神的な危害を加

えること  

（ c）  全部又は一部に肉体の破壊

をもたらすために意図され

た生活条件を集団に対して

故意に課すこと  

（ d）  集団内における出生を防止

することを意図する措置を

課すること  

（ e）  集団の児童を他の集団に強

制的に移すこと」  

 イスラエル軍はハマス殲滅を根拠

に軍事施設ではなく住宅、学校、病

院はたまた国連施設までも無差別空

爆・攻撃して数多の死傷者を生み出

し続け、人々に移住を強制し、加え

て感染症の蔓延も危惧されているこ

となどを踏まえれば、イスラエルの

行為が上記 5 点すべてに該当してい

ることは明らかであろう。そもそも

ガザ地区が「天井のない監獄」と言

われてきたように、パレスチナ自治

区が「自治」の名に値しない区域な

のである。  

それゆえ、南アフリカ政府がオラ

ンダ・ハーグにある国際司法裁判所

（ ICJ）にイスラエルを提訴（軍事作

戦の停止を命じること）したことに

は道理がある（ 2023 年 12 月）。戦後

初の国連の人権条約である「ジェノ
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サイド条約」は、ナチによる 600 万

人ともいわれるユダヤ人に対する組

織的殺戮（ホロコースト）を念頭に

締結された。第三国である南アフリ

カがなぜこのような提訴をしたのか。

ヨルダン川西側地区には南ア初代黒

人大統領ネルソン・マンデラの像が

建立されているようだが、南アにと

って 1990 年代まで続いた「アパル

トヘイト（人種隔離）」の歴史の意味

は大きく、パレスチナ支援は外交政

策を超越した歴史における自己省察

の証なのだろう。  

 

ド イ ツ 政 府 の 態 度  

このような状況下にあって、ドイ

ツ政府は南アフリカ政府の訴えに対

し、第三国としてイスラエルを支持

する立場から同国の弁護に立つと表

明した。ドイツは 2024 年 1 月 11、

12 日に開催された ICJ 第１回審理

において外務省報道官の声明を発表

し、「イスラエルに対するジェノサイ

ドの非難を断固として拒否する」と

結論づけた。そして、ドイツは過去

のホロコーストの経験からジェノサ

イド条約に深く関与しているという

理由から、「条約の政治的利用に断固

として拒否する」と主張したのであ

る（『日本経済新聞』2024 年 1 月 13

日夕刊）。ドイツはウクライナに対す

るロシアのジェノサイドを問題とし

た ICJ 審理において、ロシア・プー

チン政権の「非ナチ化」と自国防衛

の欺瞞性を批判して第三国として訴

えを支持しているのであり、ダブル

スタンダードという批判を免れない

（こ の点は アメリカ 政府 も同様 ）。

ICJ は 2024 年 1 月 26 日、「暫定措

置としてジェノサイドを防ぐ『全て

の措置』をとること」などをイスラ

エルに命じたが、これは国際法上の

拘束力を持つ。提訴した南アそして

パレスチナは ICJ 判断を歓迎し、イ

スラエルは「自衛権」を盾にハマス

こそがジェノサイドをしかけている

と反論している（『朝日新聞』2024 年

1 月 27 日付）。  

イスラエルに対するドイツ政府の

態度は一貫しており、 2023 年 12 月

12 日の国連総会で議決された「パ レ

ス チ ナ 自 治 区 ガ ザ 地 区 に お け

る 『 人 道 目 的 の 即 時 停 戦 』 を 求

め る 決 議 案 」（ 1 9 3 カ 国 中 1 5 3 カ

国 の 賛 成 で 可 決 ） を 棄 権 し た 。

ド イ ツ 首 相 オ ラ フ ・ シ ョ ル ツ は 、

攻 撃 開 始 後 、 主 な ヨ ー ロ ッ パ 諸

国 に 先 駆 け イ ス ラ エ ル を 訪 問

し て イ ス ラ エ ル の 自 衛 権 へ の 支 持

を表明するとともに、第 2 次世界大

戦中のナチス・ドイツによるユダヤ

人の大虐殺（ホロコースト）に触れ

つつ、「ドイツの歴史、ホロコースト

から生じた私たちの責任は、イスラ
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エル国家の存立と安全のために立ち

上がることを義務としている」と表

明した（『朝日新聞』2023 年 10 月 18

日付）。  

10 月 7 日以降、ドイツにおいて反

ユダヤ主義的な事件が頻発してきた

とは事実である。公共放送 ARD (12

月 29 日付電子版 )  が連邦刑事庁の

集計を基に報じるところでも、テロ

攻撃から 12 月 21 日までの間、反ユ

ダヤ主義の不法行為は 1100 件以上

起きている。ショルツ首相は「水晶

の夜」 85 周年式典で、「今こそホロ

コーストを繰り返さないという戦後

ドイツの約束を、言葉だけでなく行

動によって守らなければならない」

と述べ、国内で急増するユダヤ系住

民を標的にした犯罪や、ハマスを支

持する活動に厳しく対処する方針を

提起した（『朝日新聞』2023 年 11 月

10 日付）。  

 

『 シ ュ ピ ー ゲ ル 』（ Der Spiegel） 特

集  

 ドイツの代表的な総合雑誌『シュ

ピーゲル』（ Der Spiegel：週刊誌）は

10 月７日の出来事を受け、緊急に特

集記事を発表した。2023 年 10 月 14

日発行の第 42 号では、ハマスのテロ

攻撃が厳しく非難され、ドイツのイ

スラエル支持を紹介している。そし

てテロ攻撃がイスラエルの反撃を呼

び起こし、ハマスは決して勝利しな

いこと、反撃によってガザの男性や

女性、子どもたちが死ぬことを悟る

に違いないこと、イスラエルへの攻

撃は自国民への攻撃でもあり、権力

の乱用という悪質な行為なのだとハ

マスを断罪してみせた（写真：ブラ

ンデンブルク門前のイスラエルを支

持 す る デ モ 、 Der Spiegel,  7.  

Oktober 2023）。  

 第 44 号（ 2023 年 10 月 28 日）で

は、ドイツにおけるユダヤ人が再び

移住を余儀なくされないか、それに

対して政治が保護してくるのかとい

う、ドイツにおける反ユダヤ主義の

高まりに対するユダヤ人の懸念をフ

ォーカスしている。「私たちユダヤ人

は、またしてもすべての愚か者の餌

食になってしまった」という見出し

は、ナチスのホロコースト時代、ユ

ダヤ人が被った悪夢を想起させる。  

 もっとも、「ガザの悪夢」という言

葉を用いて特集した第 45 号（ 2023

年 11 月 4 日）では、メディアを通じ

て明らかとなってきたガザ地区にお
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ける子どもを含む市民の惨状を前に、

イスラエルの人質解放の見通しとと

もに、「終わりが見えないこの戦争が、

どれほどの妥当性を有するのか」と

いう小見出しを付して隘路の陥りつ

つあるガザ地区攻撃に触れることに

なる。（写真：ガザ地区の惨状； Der 

Spiegel .  4 . November 2023）。  

 

フ ラ ン ク フ ル ト 研 究 セ ン タ ー  

„Normative Orders“ の 「 声 明 」  

 フランクフルト大学のフランクフ

ル ト 研 究 セ ン タ ー

（ Forschungszentrum der Goethe-

Universität  Frankfurt am Main）

„Normative Orders“ 機構は、 2023

年 11 月 13 日に「声明」（独語・英

語）を発表してイスラエル支持を表

明した。  

「声明」では、ハマスによるイス

ラエルに対するテロを念頭に、「ユダ

ヤ人の生活全般を破壊すると宣言し

たハマスによるテロに対するイスラ

エルの反撃は原則的に正当化される」

とし、ドイツにおけるイスラエルと

ユダヤ人と正当な連帯が表明される。

そして、「民間人の犠牲の回避、将来

の和平を見据えた戦争遂行が基本で

なければならない」という配慮を語

りながら、「とりわけドイツでは、イ

スラエルの対応をもって反ユダヤ主

義的な行動を正当化できない」と、

ガザ市民に対するイスラエルの虐殺

行為を認めるかの文章が綴られてい

る。しかも、「ドイツ国内のユダヤ人

が再び生命や身体の脅威にさらされ、

街頭での物理的暴力を恐れなければ

ならないのは耐え難い」とあるよう

に、「声明」の力点がドイツ国内のユ

ダヤ人保護に向けられていることも

明らかである。「人間の尊厳を尊重す

る義務に依拠したドイツ連邦共和国

の民主的精神は、ナチス時代の集団

犯罪に鑑みて、ユダヤ人の生活とイ

スラエルの生存権が特別な保護に値

する中心的要素といった政治文化と

結びついている」という文章からは、

ドイツにおける反ユダヤ主義への対

抗がイスラエル支援と地続きになっ

て い る こ と を 読 み と れ よ う

（ https:/ /www.normativeorders.ne

t/#eigenes%20Fenster）。  

「声明」に名を連ねているライナ
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ー・フォルストは新世代の批判理論

家だが、何と言っても著名な知識人

として人口に膾炙されているユルゲ

ン・ハーバーマスの名があることに

注目したい。ハーバーマスはかつて

NATO 軍によるコソボ空爆を支持し

たことで批判を浴びたが、ホロコー

ストを経験したドイツにおいて反ユ

ダヤ主義批判が国是とはいえ、犀利

にして精緻な批判理論を展開してき

たハーバーマスがあたかも啖呵を切

っ た か の ご と く イ ス ラ エ ル よ り の

「声明」を公表してしまうことに、

私は驚きを禁じえない。  

ただし、ハーバーマスの国際法を

めぐる論理に上記の傾向が内在して

いるのかもしれない。この点に関し

て平子友長は、国際法システムの法

的保護から排除された人々の訴えに

耳を傾け、それらの問題を公開化し、

公共化し、国際条約・宣言その他の

手段によって制度的に解決すること

を重視したカントの世界市民法に対

し、ハーバーマスはカント批判の論

文において西洋の「好戦的な帝国主

義」が永遠平和の破壊者であること

も人権に対する侵害者であることも

一言も述べていないと批判する（平

子友長「ハーバーマス『カント永遠

平和の理念』批判」藤谷秀他編『生

と共同、連帯の未来－ 21 世紀に託さ

れた思想－』青木書店）。要するに、

ハーバーマスは西洋中心主義という

ことなのだろう。平子のハーバーマ

ス評価には異論もあるだろう。なぜ

らなら、ハーバーマスは別の箇所で、

「それ［普遍主義］は、自分の生存

形式を他者の生存形式の正当なる主

張に照らして相対化すること、また、

異質な者や他者に対して、彼らの特

異なところや理解できないところも

あわせて同じ権利を認めることであ

り、自分のアイデンティティを一般

化し、硬直した態度にならないこと、

自己のアイデンティティから外れる

ようなものを特に排除しないように

すること、寛容の幅は今日よりもず

っと広いものにならなければならな

い」と主張しているからである（ユ

ルゲン・ハーバーマス『遅ればせの

革命』三島憲一他訳、岩波書店）。  

しかし、政府と平仄を合わせるか

のような内容の「声明」を読めば、

エリート意識の倨傲と断罪しないに

しても、欧米そしてイスラエルの為

政者と変わらないではないかという

批判がなされても仕方あるまい。  

 

「 反 ユ ダ ヤ 主 義 」（ Antisemitism）と

ナ チ ズ ム （ フ ァ シ ズ ム ）  

 そもそも「反ユダヤ主義」とは何

か。ナチズム（ファシズム）といか

なる関係にあるのだろうか。ナチズ

ムのコア概念に反ユダヤ主義が入る
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ことは明らかだが、しかし両者は同

じではない。山口定はナチズムには

反ユダヤ主義とともに人種主義を支

える急進的共同体主義、生物学的位

階制を設定する「社会ダーウィニズ

ム」の哲学を加えている（山口定『フ

ァシズム』岩波現代文庫）。ウォルタ

ー・ラカー編『ホロコースト大辞典』

（柏書房）では、反ユダヤ主義を「広

義 に は あ ら ゆ る 類 の 反 ユ ダ ヤ 的 思

想・運動を指す上位概念としての反

ユダヤ主義を指すが、狭義には 19 世

紀末頃に形成された、人種主義や疑

似科学的な新種の反ユダヤ主義を指

す」と解説されている。ユダヤ教か

ら生まれたキリスト教が救世主イエ

スとの関連でユダヤ教から離れてい

くように、反ユダヤ主義の源流は宗

教対立の性格が強かったが、近代の

それは単なる宗教対立には収まらな

い政治、社会、経済そして科学的性

格が付与されてくるという説明であ

る。  

たとえば、 19 世紀の 1848／ 49 年

革命期の運動をリードした自由主義

者にはユダヤ人が多く、また 19 世紀

後半のヨーロッパの金融危機では、

ドイツ・オーストリアをはじめ大資

本と社会主義と関連をもつ中下流階

級の間に反ユダヤ主義運動が広がる。

それらは後のナチズムを思わせるよ

うな政治運動だったのであり、やが

て 20 世紀に入ると人種的反ユダヤ

主義が台頭する（芝健介『ホロコー

スト』中公新書）。このことは反ユダ

ヤ主義の性格が歴史の中で変容して

きたことを示唆しており、ナチ統治

下の「最終解決」（ Entlösung: 1942

年）を引き金にしたアウシュヴィッ

ツ・ビルケナウ絶滅収容所の所業は

反 ユ ダ ヤ 主 義 の デ モ ー ニ ッ シ ュ な

「死の行進」であった。そのためな

のか、ベトナム戦争末期の米兵の麻

薬汚染と同様に武装 SS の中にはユ

ダヤ人に対する粛清から受ける極度

の精神的緊張ゆえにアルコールに依

存し、ある種の「抗議的」な行動に

訴えた者も存在したという（レオン・

ポ リ ア コ フ 『 反 ユ ダ ヤ 主 義 の 歴 史 

第Ⅳ巻－自殺に向かうヨーロッパ ―』

小幡谷友二他訳、筑摩書房）。もっと

も、ナチ指導部の責任は当然だが、

ユダヤ人絶滅政策は同時に東西ヨー

ロッパの占領下の諸国における対独

協力者（大実業家、市民など）の手

助けがあって初めて可能だったこと

も指摘しておこう。ここには、広義

の反ユダヤ主義に連なる古くからの

ユダヤ人の非人間化、平等資格簒奪

への支持が通奏低音のごとく響いて

いたと言えよう。  

第 2 次大戦後の連合国統治におい

て、「非ナチ化」（ Entnazif iz ierung）

は非軍事化、民主化とともにドイツ
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統治の基本目的であった。初代首相

コ ン ラ ー ト ・ ア デ ナ ウ ア ー 政 権

（ 1949－ 1963）の「過去の克服」を

めぐっては、反ユダヤ主義の復権に

道を開いたという否定的評価がある

ことは間違いないが（石田勇治『過

去 の 克 服 ― ヒ ト ラ ー 後 の ド イ ツ ―

［新版］』紀伊國屋書店）、しかしボ

ン基本法（ 1949 年）に「人間の普遍

的価値と自然権」が明記されたこと

は重要である。  

アカデミズム界でも反ユダヤ主義

の復権に対して対抗してきた。たと

えば、『フランクフルト・アルゲマイ

ネ』紙（ 1986 年 6 月 6 日付）に寄稿

したエルンスト・ノルテによる「過

ぎ去ろうとしない過去」はハーバー

マスとの間で「ドイツ歴史家論争」

を引き起こす。端的に言えば、ナチ

の強制収容所とスターリン支配下の

グラークのシステムには共通性があ

り、しかも前者は後者を模範したと

いうノルテの主張に対するハーバー

マスの批判である。この論争におい

て、ハーバーマスはドイツの戦争責

任の曖昧化をもたらしかねないノル

テの歴史修正主義に対し、委曲を尽

くして反論したのであった（ハーバ

ーマス『過ぎ去ろうとしない過去 ―

ナチズムとドイツ歴史家論争－』徳

永恂他訳、人文書院）。  

ちなみに、ドイツはもとよりホロ

コースの実態が世界中に浸透し始め

るのは 1980 年以降であり、きっか

けはテレビ番組や映画だった。メリ

ル・ストリープ主演のテレビ番組「ホ

ロコースト／戦争と家族」（ 1978 年）

は全米に衝撃を与え、スティーブン・

スピルバーグ監督作品『シンドラー

のリスト』（ 1993 年）はホロコース

トの悲劇を迫真に迫るシーンを通じ

て世界の人々に伝えたのである。  

 

歴 史 か ら 何 を 学 ぶ の か  

イスラエルのパレスチナ・ガザ地

区攻撃から見えてくる課題の射程は

広い。すでに触れたように、反ユダ

ヤ主義にしてもそれはイスラエルだ

けの事柄ではなく濃淡はあるにせよ

欧米、ロシアを超えて世界に広がっ

ているのであり、弾圧・排除という

問題の性格からすれば大国での人種

隔離、少数民族差別等とも底流で関

係しているように思われる。加えて、

収容所内における囚人間のヒエラル

キー、ホロコースト犠牲者としての

ユダヤ人とシンティ・ロマ族の対比・

温度差を踏まえると、反ユダヤ主義

の現代的意味はその複雑さを増して

くるだろう。  

その上で、今次のパレスチナ攻撃

を通じて析出されるべき事柄を前景

に押し出せば、現代史においてホロ

コーストを体験したイスラエルのユ
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ダヤ人たちが、どうしてナチ統治下

で被った筆舌に尽くしがたい苦難を

パレスチナの無辜の人々に対して与

えるのか、そしてより深刻だと私が

感じるのは、ホロコーストを加害の

面で経験したドイツ政府、メディア、

アカデミズム界さらに国民の多くが、

なにゆえにイスラエル国家による国

際法違反を許容してしまうのかとい

う点である。前者に関してはホロコ

ーストの記憶とユダヤ人国家の建設

という積年の願いが結ばれ、国家を

決して手放さないという「自衛権」

に対する牢固とした意識が反映して

いるのだろう。  

問題は後者である。ドイツにおい

て反ユダヤ主義批判が重視されてき

たとしても、イスラエル国家の支持

とそれとの間には懸隔やためらいが

あって然るべきである。イスラエル

の行動はすべて無謬なのか。ドイツ

の知識人の動向をすべて把握してい

るわけではないが、批判理論を含む

ドイツのアカデミズム界からガザ攻

撃を疑問視する声がなかなか聞こえ

てこないのはなぜか。たとえば、ガ

ザ攻撃は反ユダヤ主義批判の範囲を

超えている、逸脱しているといった

主張があっても不思議ではないし、

ハーバーマスはじめ日本や世界の思

潮に影響を与えてきたドイツの知識

人は、自明視された知や規範を内破

し、状況をめぐる複眼的・批判的視

点を重視してきたはずである。  

確かに、ガザ地区攻撃の根拠とな

ったのはハマスによるイスラエルに

対するテロ行為であり、約 1300 人

の命が失われ約 250 人の市民が人質

となった。これはイスラエル国家建

国以来の大惨事である。ショルツ首

相がイスラエルへ赴き、「ドイツの歴

史とホロコーストから生じた責任に

より、イスラエルの国家の存立と安

全のために立ち上がることがわれわ

れの使命だ」と語ることも、ナチズ

ムを経験したドイツの立場からすれ

ば分からないわけではない。  

しかし、ガザ地区攻撃で犠牲者と

なっている人々の大多数が新生児を

含む子ども、女性、高齢者などの一

般市民であり、そこでの惨状は国連

機関や各国メディアを通じて日々伝

えられ、イスラエルやドイツの国民

もそれらを見聞きしているはずであ

る。ナチ統治下でゲットーに囲い込

まれ、さらに「最終解決」を契機に

絶滅収容所でどのような運命を辿っ

たのか、女性や子ども容赦なくガス

室に送られた歴史的記憶が蘇らない

のだろうか。そもそもパレスチナ自

治区はヨルダン川西側ましてやガザ

地区にしても、「自治区」とは名ばか

りの監視下におかれた牢獄のような

環境であり、ナチ統治下のゲットー
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さらには強制収容所と大きくは変わ

らない。この点を閑却したハマス批

判は、テロ批判を考慮したとしても

説得性に欠けている。しかも、ネタ

ニヤフ首相は他の容喙を許すどころ

か、イスラエル国家建国の基本枠組

みである二国家共存すら否定しよう

としている。ハマスによる社会秩序

の破壊、したがって反ユダヤ主義へ

の宿痾をもってガザ市民の虐殺を正

当化できない。そもそも、イスラエ

ルはユダヤ人だけの国家ではないの

であり、外務省によれば国民の構成

はユダヤ人（ 74％）、アラブ人（ 21％）、

そ の 他 （ 5 ％ ） と な っ て い る

（ https:/ /www.mofa.go.jp/mofaj /ar

ea/ israel /data.html）。ガザ攻撃をめ

ぐるアラブ系イスラエル国民の声は

私には聞こえてこない。  

600 万人ものユダヤ人らを死に至

らしめた加害責任は重く、それゆえ

戦後ドイツの世界復帰の前提として

「非ナチ化」が位置づけられ、ネオ・

ナチを含めてナチズムの復権を許さ

な い と い う 信 念 が ド イ ツ の 多 く の

人々の心の中に浸透していることは

重要である。極右政党「ドイツのた

めの選択肢」（ AfD）がドイツ各地で

試みる移民排斥運動に正面から対峙

する市民の運動も展開されている。

「歴史家論争」が示すように、ドイ

ツでは「過去の克服」をめぐる不断

の議論と努力が傾注され、ナチズム

の歴史的教訓化は様々な位相におい

て継承されてきた。この点で少数民

族や性的マイノリティなどを侮蔑し

て恥じない人物を、こともあろうに

総務大臣政務官に据える日本の政府

とは大違いである。こうした非対称

は戦後改革におけるドイツと日本と

の違いにも表れており、ナチ指導者、

武装 SS、科学者（ベルリンオリンピ

ックで医長を務めたカール・ゲープ

ハルトもその一人）、民間人、企業

等が裁かれたニュルンベルク裁判と

異なり、東京裁判では軍人を裁くこ

とに主眼が置かれ、ここにナチの不

正、犯罪行為を国全体として問題視

したドイツと結局は「戦争」に帰し

てしまった日本の違いが見えてくる

（佐藤健生・ノルベルト・フライ編

『過ぎ去らぬ過去との取り組み―日

本とドイツ―』岩波書店）。  

ナチに協力した団体や個人にまで

広げて戦争犯罪を問い続け、外交や

歴史教育を通じで歴史的教訓化を育

んできたはずのドイツが、イスラエ

ル支持を不動の定点に据えるがゆえ

に、反ユダヤ主義批判を再起動しよ

うにも実は思考停止に陥っているの

でないか、私にはそう思えてならな

い。  

暴力にものを言わせる終わりの見

えない衝突を前にして、われわれは
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諦念の心境に陥ってしまいがちだが、

ガザ地区の惨状をめぐり中東諸国は

言うまでもなく、中南米、アフリカ

さらには最大のイスラエル支持国ア

メリカ、ドイツを含む欧州諸国、そ

し て 日 本 で も 「 パ レ ス チ ナ に 平 和

を！」「ガザの子どもを殺すな！」と

いうデモや意思表示がなされおり、

これらは不条理を許さないという点

で共鳴し合う国際的な連帯行動と言

えるだろう（写真：サッカーアジア

杯でのパレスチナ代表チーム『朝日

新聞』  2024 年 1 月 20 日付夕刊）。

現在も続くガザ地区攻撃が国連総会

決 議 に 沿 う 形 で 直 ち に 停 止 さ れ 、

人々の生存と生活の前提が確保され

ること、イスラエルの人質が解放さ

れること、そして国際法に基づき国

際関係を再構築することが切に求め

られている。  

『歴史とは何か』（新版、近藤和彦

訳、岩波書店、 2022 年）のなかで、

E.H.カーは「過去は現在の光に照ら

されて初めて知覚できるようになり、

現在は過去の光に照らされて初めて

十分に理解できるようになるのです。

人が過去の社会を理解できるように

すること、人の現在の社会にたいす

る制御力を増せるようにすること、

これが歴史学の二重の働きです」と

語っている。ホロコーストという過

去の遺産が光となって状況を照らし

出し、人々の社会にたいする制御力

を増すための導きの糸となることを

願わずにはいられない。  

 

【謝辞】本稿で紹介したフランクフ

ルト大学研究センターの「声明」に

関する情報は、東京大学の出口剛司

教授より提供いただいた。ここに記

して感謝申し上げたい。ことの発端

はガザ地区の惨状に対するドイツア

カデミズム界の対応の鈍さに疑念を

抱いた私の心情を出口氏に伝えたこ

とにあり、E. フロムはじめフランク

フルト学派研究の第一人者である出

口氏も同様の感想を語っておられた

ように思う。  

 

【付記】本稿を産社共研に提出した

1 月末から、パレスチナ自治区・ガザ

をめぐる状況も変化している。とり

わけガザ南部ラファへのイスラエル

の軍事攻撃（ 2 月）に対し、フランス、

英国、スペイン等の欧州諸国、豪州、

カナダ、NZ 等の大統領、首相もイス

ラエルを批判している。しかし、残
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念なことにドイツ政府からのこうし

た非難声明は、まだ聞こえてこない。

この点に関して、本稿脱稿後に高橋

哲哉氏の論稿を『世界』（ 2024 年 3

月号）を読む機会があった（「ショア

―からナクバへ、世界への責任」）。

当然のことながらフォーカスしてい

るモチーフはそれぞれ異なるが、本

稿で指摘してきたドイツ政府・アカ

デミズムの言動に対する私の違和感

は共有されている。ただし、同論文

ではシュタインマイヤー独大統領の

スピーチ（ 2021 年 9 月）を手がかり

に、ショア―に対するナショナル・

アイデンティティによって得た「す

べての人間の尊厳」が、植民地主義

の不正に苦しむ人々への責任へとド

イツを開いていく可能性を見出して

いる点を付記したい。  

 

 

（ 2024 年 2 月）  
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＜院生紹介＞  

TA を通して学んだこと  

 
社会学研究科博士前期課程 2 回生   

矢沢  友樹  

 

1.はじめに 

社会学研究科に在学中、多くの科目の

TA を担当させていただく機会を得た。

経済的なメリットは言うまでもないが、

それと同じくらい「学び」を得たので在

学 の 記 念 に 今 回 さんし ゃザッ ピング に

寄稿させていただくことにした。  

まず、2 年間の担当科目は以下である。 

 

2022 年度春学期 (3

科目 )  

スポーツ政策論・福

祉経営論・現代とス

ポーツ  

2022 年度秋学期 (6

科目 )  

アジア文化論・現代

教育社会論・スポー

ツ行政論・メディア

社会専門特殊講義・

現代の世界経済・日

本語Ⅰ ―１  

2023 年度春学期 (8

科目 )  

福祉経営論・スクー

ル ソ ー シ ャ ル ワ ー

ク 論 ・ ゼ ミ ナ ー ル

Ⅰ ・ 現 代 と ス ポ ー

ツ・世界の言語と文

化 ・ 実 践 デ ー タ 科

学・ジェンダーとダ

イバーシティ・日本

語Ⅴ  

2023 年 度 秋 学 期

(11 科目 )  

アジア文化論・政治

学・ジェンダーと教

育・ゼミナールⅡ・

ス ポ ー ツ と 現 代 社

会・宇宙科学・日本

語 Ⅰ ―１ ×２ ・ 日 本

語Ⅱ・日本語Ⅲ・日

本語Ⅴ  

※実働週平均 15 時間ルールは遵守する

ように応募している。  

 

ざっと書き並べても、かなりの数に上

るが このう ち今回は産 業社会 学部科 目

につ いて得 られた学び や経験 を書い て

いきたい。  

 

2.産業社会学部科目(大講義) 

 担当科目では、このパターンが一番多

かった。まず、業務内容としては環境維
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持、平常点整理、出席確認、レポート等

整理であった。環境維持でいえば、人数

が多いこともしばしばあり、教室の後ろ

の方がざわつかないように、適度な感覚

で机間巡視を行うことを意識し、授業を

成 立 さ せ る こ と ができ たと自 負して い

る。  

 次に、出席関係だがこれも非常に骨が

折れた。そもそもの受講人数が多いこと

に加えて 2022 年度はコロナ関係の配慮

が多く、出席・欠席の単純に二分できる

ものではないため、各科目ごとの先生の

指 示 を 守 り 整 理 してい くこと が必要 な

ため、神経を使いとても過酷な業務であ

った。パソコンとお友達になり、頭が痛

くなったものである。  

 しかし、後半になっていくにつれて親

しい先生に当たるようになると、先生と

のいわば「阿吽の呼吸」で業務もだいぶ

楽になり、授業を聞く余裕もできてきた。

特に、アジア文化論では最前列に座り毎

回 コ メ ン ト を 提 出する など一 番熱心 に

受講した自負がある。  

  

3.産業社会学部科目(小集団) 

 松島剛史先生の 3 回生ゼミを担当し

ていた。ここでは、主に学生さんのレジ

ュ メ や 発 表 草 稿 にコメ ントを するこ と

や 就 職 活 動 の 相 談に乗 ること が業務 で

あった。  

 学 生 さ ん に 対 してコ メント をする 際

には、「上から目線」にならないように

注意していた。やはり修士 2 回生ともな

ると論文の「型」を理解していることや

そも そも論 文を読みな れてい ること か

らも、どうしても不十分な箇所を指摘し

てしまいがちである。しかし、学生に近

い立場として TA を配置している以上、

3 回生 の目線 に立ったア ドバイスをし

なければ存在意義がないと感じた。そこ

で、友達のようにはならないように注意

しながらも親しい「先輩」のような立場

で一緒に考えることを意識し、松島ゼミ

の学生さんといい関係を築き、ゼミナー

ルの経験 (おもにスポーツ社会専攻の発

表に向けての作業 )が良いものになって

いたように感じた。  

 こ こで経 験した距離 感やコ メント の

仕方 といっ たことは必 ず社会 に出て 役

に立つだろうと確信している。  

 

4.ＴＡをして今思うこと 

 今思うことは「授業を円滑に進めるこ

とに貢献できた」ということに尽きる。

始めた当初は、出席カードの配布で手間

取っ てしま い授業をス トップ させて し

まったことがあるなど、お世辞にもアシ

スタントではなかった。しかし、経験を

積ん でいく ことで先生 の望む ことや 学

生の空気を読み、授業を何事もなかった

よう に行う 事に貢献で きたと 確信し て

いる。小さなアクシデントのうちに、授

業を止めずに解決することもあった。例

えば なぜか 配布用のレ ジュメ がなく な

ったようなことである。 (印刷部数が少

なすぎた )  

 また、授業を行う上では多くの人がか

かわっていることも知ることができた。
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教員・学生のほかに事務室の職員の方、

また教員ラウンジの受付の方など、様々

な 立 場 の 人 々 が 授業を する上 でかか わ

っており、「学生のために」という心意

気で働いているのだと気づいた。私自身

も、そのような授業を支える立場として

2 年間働けたことは、得難い経験であっ

たと同時に、「誇り」のような感情も芽

生えている。  

 まとめると、自分なりに考えて動く経

験 を い た だ け た ことや 他者へ の想像 力

を得ることができたと確信しており、こ

れこそが 2 年間の TA で得た「学び」で

あったと思う。  

5.謝辞 

2 年間多くの先生方・学生さんと一緒

に仕事をさせていただきました。また、

多くの産業社会学部の専門科目は、私に

とって関心のある学問分野ですから、受

講生 に交じ って授業を 受ける 機会も い

ただき、多くのことを学びました。例え

ば、アジア文化論では元々の関心をより

深化させることができ、新たな関心も生

まれました。このような機会を多くいた

だけたことに感謝を申し上げて、修了し

たいと思います。ありがとうございまし

た。今後も、このような充実した TA 制

度が続くことを願っております。  
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Zappping 原稿募集 

 

研究会・学会報告など教育・研究に関するあらゆるジャンルの

ご投稿をお待ちしております。 

また、いろんな特集も組んでいきたいと思っています。 

何本かまとめてのご投稿も大歓迎ですので、ご提案がありまし

たら事務局に申し出てください。 

形式はタイトル・名前・本文をつけ、1,500 字～2,000 字程度

でお書きください。 

 

原稿は s-kyoken@st.ritsumei.ac.jp に送付してください。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


